
公表日：令和８年（2026 年）６月 17 日 

 

業務委託名：熊本市公文書館システム構築・導入業務委託 

質問及び回答 

No 受付日 質問 回答 回答日 

１ 5 月８日 公告文５(1)(ｳ)の実績証明

書類を「実績一覧」で提出する

場合、記載すべき必要事項と

添付が必要な書類は何でしょ

うか。 

公告文５(1)(ウ)の実績証明書類を「実績一覧」で提出する場合

は、次の事項を記載してください。 

１ 記載事項 

業務名称、業務概要、発注者名、契約期間、契約金額（可能な範

囲） 

２ 添付書類 

実績を証明するため、次のいずれかを添付してください。 

・契約書の写し 

・履行証明書、完了検査書等 

・業務内容が確認できる資料（仕様書等の抜粋可） 

３ 留意事項 

実績一覧と添付書類の内容は整合をとってください。必要に応

じて追加資料を求める場合があります。なお、守秘義務等により添

付書類の一部を非開示とする場合は、必要な情報（業務内容、期間

等）が確認できる範囲でマスキングの上、提出してください。 

 

5 月 12 日 

２ 5 月 14 日  仕様書 3.9.2(1)にあるデ

ータ量について、現時点の想

定データ容量の上限を

800GB と見込んでよいでし

ょうか。 

 

データ容量の上限については、現時点で正確に見込むことが困

難であるため、本契約締結後（おおむね１か月後）に受託者と協議

の上、決定します。 

５月 22 日 



３ 5 月 14 日  仕様書 5.2.9(2)表４の利

用者研修の「本市職員 100 人

程度」と管理者研修の「本市職

員 20 人程度」とありますが、

この管理者は利用者に含みま

すか。 

 

管理者は利用者に含んでおり、100 人程度としているユーザー

数の内訳は、管理者数が 20 人程度、利用者数が 80 人程度で

す。 

５月 22 日 

４ 5 月 14 日 別紙４機能一覧 No.9 の

「閏月の登録、検索に対応する

こと」というのは、検索におい

ては閏月を含む、含まないと

いう指定できるとのことの認

識でよいでしょうか。 

 

閏月を含む日付データが適切に登録・管理されていれば、検索

機能の具体的な条件設定まで求めるものではありません。 

５月 22 日 

５ 5 月 14 日  別紙４機能一覧 No.14、

15、32 及び 33 の版数管理

については、保存できる履歴

数は無制限ということでしょう

か。 

 

原則として上限を設けない想定です。 

ただし、システム性能やストレージ容量への影響を踏まえ、具体

的な保存方法や運用上の取扱いについては、詳細設計において整

理の上、必要に応じて調整を行うものとします。 

５月 22 日 

6 5 月 14 日  別紙４機能一覧 No.43 のウ

ォーターマークについては、熊

本市から提供されますか。 

 

 ウォーターマークは本市から提供します。 ５月 22 日 



7 5 月 14 日  別紙４機能一覧 No.69、70

及び 71 の閲覧申請書につい

ては、必要事項の入力、PDF

形式で出力、印刷をブラウザ

上に帳票（HTML）を表示し、

利用者がブラウザの「印刷」機

能を用いて PDF 保存・印刷を

行う方式でもよいでしょうか。 

 

 御提示の方式（ブラウザ上に帳票（HTML）を表示し、利用者がブ

ラウザの印刷機能により PDF 保存・印刷を行う方式）でも問題あ

りません。 

５月 22 日 

８ ５月 20 日  仕様書 3.4.1 の「スマートフ

ォン／タブレットからも一般的

なブラウザ（Microsoft 

Edge、GoogleChrome、

iOS 及び Android OS）で閲

覧可能であること。」の「iOS

及び Android OS」は OS で

あるため、ブラウザとしては

Safari でよいでしょうか？ 

 お見込みのとおりです。 

 iOS 及び Android OS のそれぞれの OS で一般的に利用され

る標準的なブラウザ（例：iOS における Safari 等）での閲覧を想

定しています。 

５月 26 日 

９ ５月 20 日  仕様書 5.2.7 の「データの

修正が必要となる場合は、受

託者負担で対応する。」につい

ては、データ修正は職員が実

施するということでしょうか。 

仕様書のとおり、本システムへの移行データの登録にあたり、受

託者にて移行データを登録してください。その際、データの修正が

必要となる場合は、受託者負担にて対応してください。 

 

５月 26 日 

10 ５月 20 日  仕様書 5.3.2(1)表５にある

「基本設計書及び詳細設計書」

の提出は、完了後でよいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。基本設計書及び詳細設計書について

は、完了後に納品下さい。 

５月 26 日 



11 ５月 20 日  仕様書 7.5「契約終了時のデ

ータ抽出およびデータ削除」に

ついて、本業務の契約終了時

点で別システム移行が見込ま

れない場合は、データ提出等

は不要と考えてよいでしょう

か。 

 お見込みのとおりです。 ５月 26 日 

12 ５月 20 日  「クラウドサービスの特記事

項」のクラウドサービスの運

用・保守時に遵守するべき事

項として記載されている要件

の具体的な充足方法は、別途

協議の上で定めるとの認識で

よいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

基本設計書及び詳細設計書の策定過程において、受託者と協議

の上で決定します。 

５月 26 日 

13 ６月 10 日  仕様書 7.6「工期の延伸」に

ついて、プロジェクト開始時期

の後ろ倒しに伴い、本稼働時

期を同年 2 月中へ変更するこ

とは可能でしょうか。 

 本システムの本稼働開始時期は、令和 9 年（2027 年）1 月中を

予定しており、実際の稼働開始は工程や全体スケジュールの検討

結果等を踏まえ、発注者と受託者との協議の上で決定します。 

６月 17 日 

   以下、空白  

     

 


